
★収支内訳書作成相談会
　市の確定申告会場で所得税の確定申告書を作成する白色申告の方、住民税の申告をする方で、事業所得（営業・
農業など）や不動産所得を有する方を対象に、収支内訳書作成相談会を開催します。
※収支内訳書作成相談会場では、確定申告書を受け付けしません。
　過去２～３年分の収支内訳書の控え（控えがないと減価償却費の計算が行えません）、収支計算に必要な帳簿や
伝票など収入支出の分かる関係書類や筆記用具、計算機などをお持ちください。（帳簿や伝票は収入と経費の科目
ごとに分けるなど、事前に分類してご来場ください。）
　青色申告の方は対象外です。

▼日時／２月８日（金）、１２日（火）　　いずれも午前９時～午後３時

▼場所／立田庁舎（第１会議室）、八開庁舎（集会室）

★住宅に関わる税額控除の申告会場のご案内
【初年度の方】
・津島市商工会議所（税務署主催会場）
・住宅取得者事前説明会場（該当者の方には、市より後日通知します）
　なお、説明会の開催日に都合が悪い方は、確定申告期間内に津島市商工会議所に出向いてください。
【２年目以降】
・税務署主催の会場
・市申告会場（市役所・立田庁舎・八開庁舎・佐織庁舎）

※

口
座
振
替
依
頼
書
は
、
受
付
場
所
で
配
布

※

定
員
を
超
え
る
場
合
は
、
選
考
基
準
に
よ

り
児
童
ク
ラ
ブ
の
登
録
を
決
定
し
ま
す
。

※

民
間
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
各
児
童
ク
ラ
ブ
に
直
接
申
し
込
み
を

し
て
く
だ
さ
い
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▼
対
象
／
保
護
者
が
就
労
や
疾
病
、
病
人
の

看
護
な
ど
で
昼
間
家
庭
で
の
適
切
な
養
育
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
小
学
１
〜
６
年
生

ま
で
の
児
童

※

各
児
童
館
な
ど
か
ら
の
帰
宅
時
お
よ
び
夏

休
み
な
ど
学
校
休
業
日
に
お
け
る
児
童
の
送

迎
は
、基
本
的
に
保
護
者
が
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
閉
設
日
／
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始

▼
開
設
時
間
／
授
業
終
了
後
か
ら
午
後
６
時

30
分
ま
で（
学
校
休
業
日
な
ど
は
、
午
前
７
時

30
分
か
ら
午
後
６
時
30
分
ま
で
）

※

利
用
時
間
は
、
就
業
時
間
に
通
勤
に
要
す

る
時
間
を
加
え
た
時
間（
最
長
午
後
６
時
30

分
ま
で
）が
基
本

▼
申
請
方
法
／
１
月
11
日（
金
）（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）ま
で
に
次
の

書
類
を
、
児
童
福
祉
課
、
各
支
所
、
ま
た
は

希
望
す
る
児
童
ク
ラ
ブ
実
施
施
設
に
提
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

・
登
録
申
請
書

・
就
労
証
明
書

・
地
図

※

必
要
に
応
じ
て
、
口
座
振
替
依
頼
書
・
児

童
ク
ラ
ブ
利
用
料
免
除
申
請
書（
児
童
扶
養

手
当
受
給
世
帯
・
生
活
保
護
受
給
世
帯
）

※

申
請
書
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

　
資
格
は
取
っ
た
も
の
の
活
か
し
き
れ
て
い
な

い
方
、
保
育
現
場
で
の
経
験
は
あ
る
が
し
ば

ら
く
仕
事
を
離
れ
て
い
た
方
な
ど
で
、「
子
ど

も
に
関
わ
る
仕
事
が
し
た
い
」「
保
育
の
仕
事

が
し
た
い
」と
思
う
方
。
あ
な
た
の
経
験
を
活

か
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
市
で
は
、
就
労
支
援

の
た
め
の
説
明
会
お
よ
び
就
労
相
談
を
実
施

し
ま
す
。
あ
な
た
の
思
い
を
実
現
で
き
る
よ

う
に
応
援
し
ま
す
。

【
説
明
会
】

▼
日
時
／
２
月
15
日（
金
）午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分

▼
場
所
／
市
役
所
　
南
館
会
議
室
2ｰ

5

▼
対
象
者
／

①
保
育
士
等
資
格
保
有
者

②
市
内
の
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
や
児
童

館
・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
就
労
を

希
望
す
る
方

▼
内
容
／
現
在
の
保
育
士
の
具
体
的
な
仕
事

内
容
の
説
明
と
職
場
体
験
支
援

▼
定
員
／
10
人（
先
着
順
）

▼
申
し
込
み
／
問
い
合
わ
せ
先
窓
口
ま
た
は

電
話

※

職
場
体
験
は
別
日（
希
望
者
の
み
）

　
１
か
月
の
医
療
費
が
高
額
の
場
合
は
、
医

療
費
控
除
を
行
う
前
に
高
額
療
養
費
の
申
請

を
先
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
を
受
け
た
後

に
、
高
額
療
養
費
の
申
請
を
し
て
給
付
を
受

け
る
と
、
医
療
費
控
除
額
が
変
更
と
な
り
、

修
正
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
高
額
療
養
費
を
申
請
済
の
領
収
書
も
、
確

定
申
告
の
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ

る
金
額
は
差
し
引
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

高
額
療
養
費
制
度
の
申
請
は
、
各
医
療
保

険
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　税務課  ☎（55）７１２３

 確定申告のお知らせ

平
成
31
年
度
児
童
ク
ラ
ブ

申
し
込
み
は
お
済
で
す
か
？

お
知
ら
せ

　
児
童
福
祉
課  

☎（
55
）7
1
1
8

■

6,000円
（8月のみ9,000円）

3,000円

12,000円

3,000円

3,000円

年度始めの休業日など（春休み4月）
（4/1～4/8）

月　額

夏季休業日のみ利用（夏休み）
（7/20～8/31）
冬季休業日のみ利用（冬休み）
（12/21～1/6）
学年末の休業日など（春休み3月）
（3/24～3/31）

利用料

※利用料は、日割り計算はしません。平常月の利用は月毎、休み期
　間の利用は休み期間毎の料金です。
※２期制に伴い、夏季・冬季の利用日が変わります。
※その他、施設によって間食代が必要な場合があります。

募集クラブ（施設）

★は民間施設です。※はお盆に閉設日があります。

児童クラブ（実施施設）

佐屋第１・第２児童クラブ（佐屋児童館）

佐屋西児童クラブ（佐屋西児童館）
市江児童クラブ（市江児童館）
永和児童クラブ（永和児童館）
立田南部児童クラブ
（立田南部子育て支援センター）
立田北部児童クラブ
（立田北部子育て支援センター）
開治児童クラブ
（開治子育て支援センター）
八輪児童クラブ
（八輪子育て支援センター）
勝幡児童クラブ（勝幡児童館）
草平児童クラブ（草平児童館）
北河田児童クラブ（北河田児童館）
西川端児童クラブ（西川端児童館）
★ふれあい館児童クラブ
（ＮＰＯ法人愛西児童老人ふれあい館）
★町方児童クラブ（町方保育園）
★児童クラブ れんこん村
（ＮＰＯ法人れんこん村のわくわくネットワーク)
★※児童クラブ ビボ（スタジオＶＩＶＯ）

佐屋小 第２：４０人程度
第１：４０人程度

佐屋西小 ４０人程度
４０人程度
４０人程度

４０人程度

市江小
永和小

立田南部小

立田北部小

開治小

八輪小

勝幡小
草平小
北河田小
西川端小 ４０人程度

４０人程度

２５人程度

２５人程度

３０人程度
４０人程度
４０人程度

佐屋小 ４０人程度

草平小 ２５人程度

北河田小

勝幡小 １５人程度

１５人程度

小学校区 人　数

確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
を
行
う
前
に

一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
愛
西
市
国
民
健
康
保
険
･
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
の
方

保
険
年
金
課 

☎（
55
）７
１
１
９

■（
例
）Ａ
病
院
に
入
院
し
、１
か
月
に
支
払
っ
た
医
療

費（
保
険
診
療
分
）が
30
万
円
だ
っ
た
場
合

　
自
己
負
担
限
度
額（※

）が
8
万
7
千
430
円
と

な
り
、
健
康
保
険
か
ら
21
万
2
千
570
円
返
金
が
あ

り
ま
す
。

　
よ
っ
て
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
金
額
は
、

実
際
に
支
払
っ
た
こ
と
に
な
る
金
額（
8
万
7
千
430

円
）と
な
り
ま
す
。

※

（
例
）の
自
己
負
担
限
度
額
は一
般
的
な
金
額
で

あ
り
、
実
際
は
世
帯
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

所得区分 ３回目まで

252,600円＋
（医療費-842,000円）×1%

167,400円＋
（医療費-558,000円）×1%

80,100円＋
（医療費-267,000円）×1%

ア
（901万円超）

イ
（600万円超
901万円以下）

ウ
（210万円超
600万円以下）

エ
（210万円以下）

オ
（住民税非課税世帯）

４回目以降※

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円

57,600円

35,400円

※過去 12か月の間に、一つの世帯での支給が 4回以上あった場合の4回目から該当

【70歳未満の自己負担限度額】【70歳以上および後期高齢者医療被保険者の自己負担限度額】

所得区分 外来
（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
（過去１２か月の間の世帯での支給が４回目以降の場合140,100円）

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
（過去１２か月の間の世帯での支給が４回目以降の場合93,000円）

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
（過去１２か月の間の世帯での支給が４回目以降の場合44,400円）

57,600円
（過去１２か月の間の世帯での支給が
４回目以降の場合44,400円）

現役並み所得者Ⅲ

現役並み所得者Ⅱ

現役並み所得者Ⅰ

一般

低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

18,000円
（年間限度額は
144,000円）

8,000円
8,000円

24,600円
15,000円

住民税
非課税世帯

潜
在
保
育
士
等
再
就
職
支
援
事
業（
募
集
）

〜
保
育
士
等
資
格
活
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
〜

　
児
童
福
祉
課  

☎（
55
）７
１
１
８

■
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暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

子
育
て
1
・
2
・
3
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ハ
イ！
119
番
で
す

ハ
イ！
119
番
で
す


